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お
知
ら
せ

広 告

後期高齢者医療の入院時の食事（生活）療養標準額
� 〜 ６月から負担額が変わります〜

申 佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 給付係　☎0952−64−8476
市民課 保険年金係　☎0952−75−2159

　後期高齢者医療の入院時食事療養標準負担額および生活療養標準負担額が改定されます。

■�食事療養標準負担額　（令和 ８年 ６月 １日から改定）

対象者の分類
食事療養標準負担額（ １食につき）

変更前 変更後

現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、一般Ⅱ・Ⅰ ５１０円 ５５０円

区分Ⅱ、区分Ⅰのいずれにも該当しない指定難病患者 ３００円 ３３０円

区分Ⅱ
９０日までの入院 ２４０円 ２７０円

過去 １年で90日を超える入院 19０円 ２2０円

区分Ⅰ　 １１０円 １３０円

■�生活療養標準負担額　（令和 ８年 ６月 １日から改定）

対象者の分類
医療の必要性が

低い場合（ １食につき）
医療の必要性が

高い場合（ １食につき） 居住費

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、一般Ⅱ・Ⅰ ５１０円 ５５０円
（※１）

５１０円 ５５０円
（※１）（※２）

３7０円 4３０円
（※4）

区分Ⅱ 24０円 27０円 24０円 27０円
（※3）

区分Ⅰ
老齢福祉年金受給者以外 1４０円 16０円 11０円 13０円

老齢福祉年金受給者 11０円 13０円 11０円 13０円 ０円 ０円

　※ １…保険医療機関の施設基準などにより（変更前：４７０円、変更後：５１０円）となる場合があります
　※ ２…区分Ⅱ・Ⅰを除く指定難病患者は（変更前：30０円、変更後：33０円）となります
　※ ３…過去 １年で９０日を超える入院の場合は（変更前：19０円、変更後：22０円）となります
　※ ４…医療の必要性が高い場合の指定難病患者は ０円となります

　対象者の分類など、くわしくは市ホームページをご確認ください。


